
海老名市市民活動団体展示会 実施要領 

 

１ 目的 

海老名市内で活動する市民活動団体の活動内容を展示形式で紹介すること（以

下「展示会」という。）で、市民活動団体同士がつながりを持てる機会とし、団

体同士が相互に参考となる事項の共有を図ります。ひいては、団体同士で連携し

た活動への発展も期待できます。また、市民活動推進補助制度の周知強化の機会

とし、さらなる補助制度の活用を図ります。 

あわせて、これまで市民活動に参加されていない市民にも、市民活動団体の存

在を知っていただき、市民活動への新たな参加者を増やすことも目指します。以

上をもって、海老名市の市民活動の活性化を目的とします。 

 

２ 参加対象団体 

(１) 海老名市市民活動推進補助金の交付を受けたことがある団体 

(２) 海老名市市民活動推進補助金の交付審査の申請を検討している団体 

※ (２)の団体は、補助金交付要件に準じて参加の可否を判断します。 

 

３ 展示方法 

(１) 展示する内容（展示物）は自由ですが、活動内容が分かるものを展示して

ください。（例：日頃の活動の写真、事業のチラシ等） 

(２) 各団体１パネルを目安に展示を行います。 

 

４ 参加方法 

展示を希望する団体は、次の書類を定められた期間までに提出してください。 

(１) 提出書類 

ア 市民活動団体展示会申込書 

イ 団体の役員名簿 



(２) 提出方法 

紙、電子媒体問わず市民活動推進課まで 

 

５ 参加決定について 

申し込みのあった団体に対して、参加の決定・不決定問わず通知します。 

 

６ 展示資料について 

参加決定を通知された団体は、定められた期間までに展示資料を提出してくだ

さい。 

 

７ 提出先 

〒243-0492 

海老名市勝瀬175番地の１ 海老名市役所市民活動推進課 宛て 

 

８ 留意事項 

(１) 展示会の参加に伴う費用（展示資料の作成費等）は団体負担とします。 

(２) 展示スペースは展示決定団体数により、調整させていただく場合がありま

す。 

(３) 会員募集のみを目的とした内容は展示できません。 

(４) 展示会の参加可否に応じて海老名市市民活動推進補助金の交付可否が判断

されるものではありません。 


